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役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程 

                            社会福祉法人松葉の園 

                                      

（目的） 

第１条 

   この規程は、社会福祉法人松葉の園役員等の報酬等及び費用弁償について定めるもの 

である。 

    

（定義） 

第２条 

 この規程でいう役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員及び苦情解 

決第三者委員をいう。 

 

（支給総額及び支給基準） 

第３条 

  役員等には、別表に定める報酬を支給する。また、定款第 21条に掲げる役員の報酬等 

  の総額の範囲は、これを各年度につき４００万円以内とする。 

 

（理事会等会議への出席） 

第４条 

  役員等が理事会等会議に出席したときは、別表１により報酬及び実費弁償費を支払う 

ことができる。 

 

（理事及び評議員の報酬） 

第５条 

   理事長が法人及び施設の運営のために、その業務にあたった場合は、別表４により報 

酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

２ 理事が理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務 

にあたった場合は、別表２により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

３ 評議員が評議員会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその 

業務にあたった場合は、別表２により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

 

（監事の報酬） 

第６条 

 監事が法人及び施設の運営状況を指導または監査の業務に当たった場合は、別表２に 

より報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 
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（苦情対応第三者委員の勤務報酬等） 

第７条 

 苦情対応第三者委員が法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表２ 

により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

 

(自主的な視察及び実地調査) 

第８条 

 役員等があらかじめ理事長の許可を得て、自主的な視察及び実地調査等を行った場合 

は別表２により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

 

（出張旅費） 

第９条 

 役員等が、法人業務のために出張する場合は、別表３により報酬及び旅費等を支給す 

ることができる。 

２ 旅費は、実費を支給する。 

３ 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給する。 

４ 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支 

払い、出張終了後精算することができる。 

 

(報酬の支給及び支払方法) 

第１０条 

 役員等の報酬は日額とし、理事会等への出席の都度、支給する。 

２ 報酬、費用等は現金をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金 

融機関口座に振り込むことができる。 

３ 評議員の報酬は定款に定める金額の範囲内で支給する。 

 

（公表） 

第１１条 

 当法人は、この規程もって、社会福祉法第五十九条の二第三項に定める報酬等の支給 

基準として公表する。 

 

（適用除外） 

第１２条 

 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。 

 

（改正） 

第１３条 

 本規程を改正する必要が生じた場合には、評議員会の議決を経なければならない。 
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別表 1                    単位円（日額） 

名称 報酬 実費弁償費 

理事会出席報酬等 

(理事・監事) 

10,000 交通実費 

評議員会出席報酬等 

(評議員・監事) 

10,000 交通実費 

評議員選任・解任委員会出席報酬等 

(評議員選任・解任委員) 

30,000 交通実費 

苦情対応第三者委員会 

出席報酬等(第三者委員) 

20,000 交通実費 

※上記金額は源泉所得税控除後の支払額である。 

 

別表２                    単位円（日額）      

名称 報酬 実費弁償費 

理事・評議員業務報酬等 10,000 交通実費 

監事監査指導報酬等 20,000 交通実費 

苦情対応第三者委員業務報酬等 20,000 交通実費 

自主的な検査及び実地調査 10,000 交通実費 

   ※上記金額は源泉所得税控除後の支払額である。 

 

別表３                    単位円（日額） 

旅費 宿泊費 報酬 その他 

実費 20,000 20,000 実費 

   ※上記金額は源泉所得税控除後の支払額である。 

 

別表４                    単位円（日額） 

名称 報酬 実費弁償費 

理事長業務報酬等 15,000 交通実費 

※上記金額は源泉所得税控除前の支払額である。 

 

 

附則 

１ この規程は平成１８年４月１日より適用する。 

２ この規程は平成２２年１０月１日より適用する。 

３ この規程は平成２４年９月１日より適用する。 

４ この規程は平成２７年４月１日より適用する。 

５ この規程は平成２９年６月８日より適用する。 

６ この規程は平成３０年３月３０日より適用する。 


